
 
平成１５年３月

三重県環境部廃棄物・化学物質チーム
 

 
 
 国においては、ＰＲＴＲ法に基づき、全国の事業者から化学物質の排出量・移動量等の届出を受け、
集計を行い、その結果を平成１５年３月２０日に公表しました。三重県の状況は、次のとおりでした。 
 

 
 
１届出の概要 

 
２調査結果のまとめ 

平成１３年度ＰＲＴＲデータの概要について 
－化学物質の排出量・移動量の集計結果の概要について－

１） 対象化学物質 ＰＲＴＲ法に規定する第１種指定化学物質３５４物質

２） 届出事業所  三重県６７６事業所（全国３４，８３０事業所）

３） 開示請求手続 個別事業所のデータの開示を希望する場合は、環境省、経済産業省のＰＲＴ
Ｒ開示窓口に直接請求する。 
ＰＲＴＲ開示窓口、開示請求の具体的な手続きは、環境省のホームページ
（http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html）に掲載 
開示手数料  平成１３年度全国・全事業所データＣＤ－Ｒ１枚 １，０９０円 
     （事業所ごとの開示請求も可能）

１）

 県内の排出・移動量は、１５，９５０ﾄﾝ／年（届出１６０物質）であり、排出量及び移動量はそ
れぞれ、１０，２４２ﾄﾝ、５，７０８ﾄﾝであった。 
 排出量のうち、大気中には９，８３５ﾄﾝ（９６％）最も多く、また移動量としては、廃棄物中に６，
７０６ﾄﾝ（９９．９％）であった。  
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２） 排出及び移動の主な物質について 
 主な排出及び移動物質は次のとおりであった。  

 

物質の主な用途 
トルエン：合成原料、溶剤等 
キシレン：合成原料、溶剤等 
ジクロロメタン：金属脱脂洗浄剤等 
スチレン：合成原料等 
マンガン及びその化合物：特殊鋼、電池等原料 
鉛及びその化合物 ： バッテリー、光学ガラス、顔料等原料 

３）

排出量・移動量の媒体別割合 
 届出のあった排出量・移動量は、大気への排出が６１％、廃棄物への移動が３６％であった。 
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４） 排出量・移動量の地域別割合 
 地域別では、下図に示すとおり四日市地域が３７％と高い割合を示しています。 

 

５）

排出量・移動量の市町村別割合（上位５市町村） 
 市町村別では、下図に示すとおり四日市市が33%と高い割合を示しています。 
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もどる 
 
 

 

６） 環境基準が設定されているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンに
ついて 
 
 平成１３年度の調査結果では、下表に示すとおり環境基準を達成しています。 

物 質 名 
大気への 
排出量 

トン

平成１３年度有害大気汚染物質モニタリング調査結果
（年平均値） 

最小～最大 、ｍｇ／ｍ３

環境基準  
（年平均値） 

ｍｇ／ｍ３

ベンゼン 34.8 0.0012～ 0.0026 0.003以下

トリクロロエチレン 195 0.00032～0.0020 0.2以下

テトラクロロエチレン 8.02 0.00014～0.00057 0.2以下

ジクロロメタン 736 0.0025～0.0070 0.15以下

 （参考）

（１） ＰＲＴＲ：Pollutant Release and Transfer Register （環境汚染物質排出・移動登録）平成11年7月に「特
定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（いわゆるＰＲＴＲ法）」として
制定され、平成14年4月から事業者からの排出量等の届出が義務づけられています。

（２） 地域区分 
桑名地域：桑名市、桑名郡、員弁郡 
四日市地域：四日市市、三重郡 
鈴鹿地域：鈴鹿市、亀山市、鈴鹿郡 
伊賀地域：上野市、名張市、阿山郡、名賀郡 
津地域：津市、久居市、安芸郡、一志郡 
松阪地域：松阪市、多気郡、飯南郡 
伊勢・志摩地域：伊勢市、鳥羽市、度会郡、志摩郡 
東紀州地域：尾鷲市、熊野市、北牟婁郡、南牟婁郡
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